
緊急時に備えるために

電話　03（3363）3487

この食物アレルギー緊急時対応マニュアルは、東京アレルギー情報navi. 
(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/allergy/publications/print_allergy.html)よりダウンロードできます。

※ 各種ガイドライン
・「子供を預かる施設における食物アレルギー日常生活・緊急時対応ガイドブック」（東京都福祉保健局発行）
・「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」（厚生労働省発行）
・「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」（財団法人日本学校保健会発行）
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本マニュアルの利用にあたっては、下記の点にご留意ください。
☆保育所・幼稚園・学校では、食物アレルギー対応委員会を設置してください。
☆ 教員・職員の研修計画を策定してください。東京都等が実施する研修を受講し、各種ガイドライン※

を参考として校内・施設内での研修を実施してください。
☆ 緊急対応が必要になる可能性がある人を把握し、生活管理指導表や取組方針を確認するととも
に、保護者や主治医からの情報等を職員全員で共有してください。

☆ 緊急時に適切に対応できるように、本マニュアルを活用して教員・職員の役割分担や運用方法を
決めておいてください。

☆ 「症状チェックシート」は複数枚用意して、症状を観察する時の記録用紙として使用してください。

や「内服薬を飲ませる」の項は飛ばして、次の項に進んで判断してください。
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